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【開会】 

 ただいまより第80回農業委員会総会を始めます。会議に先立ち、農業委員会憲章の

朗唱を行います。ご起立を願います。 

先唱は27番、古屋敷德夫委員にお願いします。 

(「遠野市農業委員会憲章」朗唱により記載省略) 

着席願います。 

 

【会議成立宣言】 

本日の出席委員数は29名であります。定足数に達しておりますので直ちに第80回遠野

市農業委員会総会を開会します。 

９番菊池友吾委員からは欠席する旨、25番綱木秀治委員からは遅刻する旨の届け出が

あり、これを許可しましたので報告致します。あらかじめご了承いただきたいと存じま

すが、会長は委員会を代表して各種会議や集会に出席しております。これらの情報を委

員みんなで共有する必要があると考えましたので、今回第80回総会から会長が出席した

会議・研修会等につきまして、委員会に報告をさせていただきたいと思います。それに

基づき、議案書の次第に追加したところでございますので、ご理解のほどをよろしくお

願いします。それでは、報告いたします。 

 

【会長報告】 

９月29日、岩手県女性農業委員ポラーノの会地区懇談会にご案内をいただきました。

出席をさせていただき、ご挨拶を申し上げましたけれども、40名ほどの女性農業者がお

集まりになりまして、食育活動と農地法の勉強会を開催したということで女性農業委員

の皆様は大変ご苦労様でございました。10月15日に改正農業委員会法等に係る研修会が

盛岡でありました。事務局長と共に出席をしてまいりまして、ここで定数例が活字とな

って示されたところであります。内容につきましては、農業委員の定数・農地利用最適

化推進員の定数、これらについて示されたものでありまして、遠野市の農業委員の数は

上限が30人ということになっておりました。しかしながら、市では独自に24名にすると

いうことで来ておりまして、それが今回の改正で30人から19人に減になるということで

あります。農地利用最適化推進員の数につきましては、100ヘクタールに１人の割合でと

いうことで示されておりまして、遠野市として何人にするかということは今後の議論に

なります。農業委員は19人を上限とし、同格で農地最適化推進員が決まるわけでありま

すけれども、これは農業委員会が委嘱をするという形になります。今後定数を検討して

いかなければならないところであります。所掌事務でありますけれども、今まで農業委

員会は唯一行政委員会として国・県・市等の行政機関に対して建議要望ができる機関で

あったわけですけれども、今回の改正で建議要望は無くなります。その代わり、毎年市

長に対して意見を提出しなければならないということになります。意見というのは、農

業振興に関わる意見を提出しなければならないということでして、農業委員の役割はか

なり重くなってくるなと思ったところであります。これに基づいて第26条に職員の規

定、いわゆる事務局の強化を行うことが必要だとなっております。なぜ強化かというこ

とでありますが、意見を市長に対して挙げるためには各種の事業制度を勉強しないと書

けないということになりますので、これはプロフェッショナルとなる職員、１・２年で

の交代ではなくできる限り長く置いて学習をしていただくということ。さらに農地転用

につきましては、今岩手県農業会議の方で審議をしているわけですけれども、この農業

会議の常任会議員会議、前回まで北湯口進前会長が出席をして審議をしてきたわけです

けれども、この会議の中に30アール以上の面積を転用する場合には各市町村の農業委員

会が行って説明をしなければならないという要件が出てまいりまして、これは農地法の

プロを農業委員会に置かないと説明しきれないだろうということで事務局の強化が必要

だということになったということであります。詳しくは今後説明をしていきたいと思っ

ております。さらに10月16日、第７回運営委員会を合同庁舎ミーティングルームで開催

をしております。今後の運営委員会の在り方について議論をいただきました。今まで毎

月総会前に集まっていただいて、総会議案等を審議していただいていたわけであります
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けれども、農地法に関わる議案についても運営委員会で議論をしておりました。です

が、ここには農地専門委員会というものがございますので、農地法に関わる議案につい

ては農地専門委員会に権限を許可するということから、専門委員会の委員長・副委員長

で事前審査をしてもいいのではないか、運営委員会では重要案件について協議をすると

いうことで話し合いとしたところであります。先ほど農地法・農業委員会法に関する改

正について、農業委員の数・最適化推進員の数等遠野市農業委員会の条例改正があるわ

けですけれども、この条例の改正に伴って事前に検討をする組織検討委員会、これは仮

称でありますけれども、これを立ち上げてみんなで議論をして案を作り総会にかけると

いうことが必要なのではないかということで議論をいただきまして、ご同意をいただき

ました。次の11月の総会には規約等を作ってご提案を申し上げたいと思っております。

私どもは農業委員として30年の３月１日までの任期となりますので、その前に条例改正

等が必要になりますので１年間をかけて定数等を議論をいただくということでありま

す。そして、このような重要な時期に差し掛かっておりまして、運営委員会や組織検討

委員会で議論をしていくのも重要なことでありますけれども、この条例で全てが決まっ

ていくということでありますから、運営委員会の中に顧問という形で今まで会長を歴任

された大先輩、北湯口進委員・山崎登久昭委員お２人がいらっしゃるわけですから、顧

問としてアドバイスをしていただければいいのではないかと相談をさせていただいたと

ころであります。運営委員会ではそういう形にした方がいいだろうというご意見をいた

だいているところであります。私からの報告は以上であります。 

 

【事務事業経過報告】 

次に、事務事業経過報告について事務局長から説明いたさせます。 

 

はい、議長。お手元に配付しております事務事業経過報告書につきましてご説明をい

たしたいと思います。なお、ご了承いただきたいのですが、先ほど会長から報告があっ

た事項については割愛させていただきます。９月30日、平成27年度農業委員会ブロック

別研修会が北上市で開催されております。10月１日、人事異動に伴う辞令交付式が行わ

れております。同じく10月１日は遠野市市政施行10周年記念式典及び祝賀会ということ

で、多数の委員さんに出席をしていただいております。10月８日につきましては、農林

水産振興大会の地区協議会ということでそれぞれ９地区に別れて協議が行われたところ

でございます。なおご報告でございますが、その地区協議会の中から出されました農林

水産振興功労賞の表彰の候補者は本日午前中に行われた審査会で全ての方が審査を通過

いたしました。10月19日、農地法等に関わる現地確認調査が行われております。本日の

総会の提出案件について確認調査をしたところでございます。10月20日につきまして

は、第２回農地専門委員会が開催されまして、４件の農振除外について現地を確認の上

協議をいただいたところでございます。そして、本日が第80回遠野市農業委員会総会で

ございます。総会終了後、平成27年度農業者年金加入推進会議・第３回農業委員会だよ

り編集委員会議を開催する予定でございます。なお、明日以降の主な行事予定でござい

ます。11月６日、平成27年度岩手県農業委員大会が盛岡市で開催される予定でございま

す。11月10日が農地法等申請締切日でございます。11月17日、農地転用等現地確認調査

を行う予定でございます。そして第81回の総会が11月25日、同じく11月25日は農業委員

研修会ということで遠野山里ネットワークの方を講師にお招きしまして研修会を行う予

定でございます。11月26日は遠野市農林水産振興大会の予定でございます。11月30日～

12月１日に関しては農業委員会職務代理者部会長等研修会の予定でございます。12月２

日まで農業者年金加入推進セミナー、12月８日は家族経営協定セミナーということで予

定が組まれております。なおご報告でございます。11月６日に行われます岩手県農業委

員大会におきまして全国農業新聞及び活動部門におきまして、遠野市農業委員会がそれ

ぞれ表彰を受けることになっております。また、委員さんにつきましては農業新聞推進

に係る表彰におきましては北湯口委員・濱田委員、活動部門におきましては似田貝委

員・濱田委員、農政功労賞は北湯口委員、この方々が表彰を受ける予定でございます。

以上でございます。 

 

【報告事項】 
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次に、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定に関わる届出案件の専決処分いたし

ましたので、事務局長から報告いたさせます。 

 

はい、議長。それでは報告第１号についてご説明いたします。 

（以下「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」説明により記載省略） 

 

ただいまの報告に関し質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑なしと認め質疑を終結いたします。次に報告第２号農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請の取下願に係る専決処分の報告について事務局に報告いたさせます。 

 

はい、議長。報告第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請の取下願に係る専

決処分の報告についてでございます。この件については先月行われました第79回総会に

おいて、農地法第４条第１項の規定による許可申請について許可相当の可決をいただき

ました。しかしながら、県に進達した際に面積が２ヘクタール以上ということで国の協

議になりまして、国から農地転用不要案件であるという通知があったことに伴いまして

申請者から取下願が出され、遠野市農業委員会規則第５条第２項の規定により平成27年

10月13日に会長が専決処分いたしまして岩手県知事宛に送付いたしましたので、同条第

３項の規定に基づき本総会に報告するものでございます。以上でございます。 

 

ただいまの報告に関して質疑ございませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑なしと認め、質疑を終結致します。次に報告第３号農地専門委員会で協議した事

項について、農地専門委員会委員長に報告を求めます。農地専門委員会委員長お願いし

ます。 

 

はい。それでは、報告第３号農地専門委員会に付議した事項について報告をいたしま

す。平成27年10月20日に開催しました平成27年度第２回農地専門委員会で協議した内容

につきまして、遠野市農業委員会会議規則第33条の２の規定により本総会に報告するも

のです。協議内容は、遠野市長より求められている遠野農業振興地域整備計画変更案に

係る意見の判断について検討をしました。農業振興地域からの除外案件については、現

地確認を行い協議をしました。●●町の案件は一般住宅用地として、●●町と●●町の

案件は農業後継者の農家住宅用地として、●●町の案件は資材倉庫・建設車両置き場と

してそれぞれ農業振興地域から除外しようとするものであります。農地専門委員会とし

ては、市長より示された変更計画案はそれぞれ妥当と判断いたしました。用地の位置等

については、議案第46号の審議の際事務局より説明いたさせます。以上、農地専門委員

会の報告といたします。 

 

ありがとうございました。ただいまの報告に関しまして質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 

【議事日程】 

次に、議案審議に先立ち議事参与の制限についての注意事項を申し上げます。自己ま

たは同居の親族もしくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与できません

ので、議案に関係する委員は退席をしていただくことになります。 
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【日程第１】 

続いて、日程第１についてお諮りいたします。議事録署名人、並びに書記の指名につ

いて、本職より指名することにご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認め、遠野市農業委員会会議規則第13条の規定により、議事録署名人に

28番白岩正義委員、29番菊池康祝委員、会議書記に事務局千葉芳治君を指名いたしま

す。 

 

【日程第２】 

次に農地法等に関わる議案総括法の説明を事務局にいたさせます。 

 

はい、議長。議案書３ページ・４ページでございます。第80回遠野市農業委員会総会

提出議案総括表について説明をさせていただきます。法第３条今月計４件57,381平方メ

ートル。利用集積今月計１件3,181平方メートル。法第４条は申請がありませんでした。

法第５条今月計５件10,916平方メートル。適用外及び法第18条第６項については申請が

ございませんでした。以上でございます。 

 

【日程第３】 

日程第２、農地法第３条第１項の規定による所有権移転許可申請に対する可否決定に

ついてを上程いたします。事務局より説明いたさせます。 

 

はい、議長。議案第42号についてご説明いたします。 

１番、●●町１筆327平方メートル。譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●県●●

市 ●●●●。売買です。 

２番、●●町１筆118平方メートル。譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●

●●●。売買です。１番・２番につきましては規模拡大のため自己の農地に隣接する農

地を要請し買い受けるものです。譲渡人はブルーベリーを作付する予定でございます。 

３番、青笹町１筆4,869平方メートル。譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●●  

●●●●。贈与です。譲渡人は県外に居住し耕作できないことから要請し譲り渡すもの

です。譲受人は引き続き水稲を作付する予定でございます。 

４番、●●町24筆52,076平方メートル。譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 

●●●●。贈与です。譲渡人は農業後継者である子に生前一括贈与するものでございま

す。なお、農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件の全てを満たすものと

考えられます。以上でございます。 

 

ただいまの説明に関連して、担当委員から現地確認調査の結果及び補足の説明を求め

ます。なお、同一世帯の所有権移転については現地確認調査等の説明を省略いたしま

す。それでは●●町担当委員お願いします。 

 

はい。 

 

28番。 

 

28番白岩でございます。19日、農業委員３名と事務局３名で確認をしてまいりまし

た。場所は、●●●●●●。に入っていく●●という集落でございます。道路側でござ

いまして面積が小さいわけですが、隣同士の農地ということで一括買い上げとなりま

す。お年を召されてはおりますが、まだブルーベリーの栽培をしたいということで自宅

前の農地を買い利用するということになっております。何ら問題はないということで確

認をしてまいりました。 

 

ありがとうございました。次に●●町担当委員お願いします。 
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７番佐々木です。19日、事務局と地区担当委員で確認してまいりました。場所は、■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■の方へ下った道路沿いの農

地となっておりまして、現在もちゃんと耕作されている状況が見受けられました。親族

に対しての贈与で、その後も農地としてやっていくという意向があるようですので何ら

問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。以上で現地確認調査の結果の説明を終わります。質疑に入

ります。質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします、議案第42号は原案のとお

り可とすることにご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第42号は原案のとおり可と決しました。 

 

【日程第３】 

日程第３、議案第43号農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。事務局

に説明いたさせます。 

 

はい、議長。議案第43号農用地利用集積計画に対する意見決定についてをご説明いた

します。 

１番、利用権の設定を受ける者、●●●●。利用権を設定する者、●●町 ●●●●

持ち分３/４。●●町 ●●●● 持ち分１/４。●●町田２筆3,181平方メートル。10年

間の賃貸借権の設定です。以上、新規１件で問題はないと確認しております。ご審議よ

ろしくお願いいたします。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第43号は原案のとお

り可とすることにご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可と決しました。 

 

【日程第４】 

日程第４、議案第44号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に

ついてを上程いたします。事務局に説明いたさせます。 

 

はい、議長。議案第44号についてご説明いたします。試案書７ページでございます。 

１番、●●町１筆1,548平方メートル。譲受人、●●県●●市 ●●●●。譲渡人、●

●●● ●●●● 外１名。譲受人は地球温暖化の抑制及びクリーンエネルギーを利用

した電力の安定供給のため、太陽光発電設備を整備しようとするものでございます。個

人が行うことができる産業用発電の土地を探していたところ、４か所の農地を選定いた

しまして、事業にあたりまして所有者と協議をした結果所有者の同意を得られ東北電力

の連携点が至近距離にあり、工事のコスト面・発電した電力を無駄なく送電できる当地

が選定されたものでございます。経済産業省からの再生可能エネルギー設備の認定通

知、東北電力からの系統連系承諾書を受けております。被害防除については、土砂流出

等は平坦地であり影響は無いと判断いたしました。場所については、●●●●●●●●
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●より●●に約●キロメートルの位置にあたります。申請地は特定土地改良事業等を実

施していない、小集団の生産性の低い農地であり第２種農地と判断いたしました。第２

種農地の転用は原則不許可でありますが、申請に係る土地の代替性が無いことから転用

に問題は無いと判断いたしました。 

２番、●●町１筆809平方メートル。譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●

●●●。譲受人は全体面積891.59平方メートルに住宅用地、分譲地３区画と通路を整備

しようとするものです。計画面積は、住宅用地３区画793.63平方メートル、通路94.76平

方メートルです。場所につきましては、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■の位置にあたります。申請に係る用地につきましては、891.59平方メートルの内

809平方メートルでありますが、その中に住宅造成３棟分と通路を整備するものです。用

水は上水道、雑排水は公共下水道に接続する計画となっております。申請地は都市計画

法上の用途区域内の農地であり、第３種農地と判断いたしました。第３種農地の転用は

許可し得ることから転用に問題はないと考えます。 

３番、●●町２筆910平方メートル。借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 ●

●●●。借受人は遠野市から認定を受けた●●●●●計画に基づきまして、肉用牛飼育

のため牛舎・堆肥舎を整備しようとするものです。用地を●から借り受け新たに就農す

るものです。整備にあたりましては、●●●の補助金と●●●●●●●●の融資を受け

ることになっております。場所につきましては、■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■の位置にあたります。用水は上水道、雨水は自然浸透、牛舎・堆肥舎はコンク

リートを敷設し糞尿は土に含ませ堆肥舎で堆肥処理し、堆肥として農地に還元すること

となっております。申請地は特定土地改良事業等を実施していない、小集団の生産性の

低い農地であり、第２種農地と判断いたしました。第２種農地の転用は原則不許可です

が農業用施設への転用であることから、転用に問題はないと判断いたしました。 

４番、●●町４筆5,896平方メートル。借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 

●●●●。 

５番、●●町１筆1,753平方メートル。借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 

●●●●。４番・５番でございますが、借受人は砂利採取のため一時転用しようとする

ものでございます。雨水と採取に伴う湧水の処理は自然浸透でございます。保安距離の

確保・粉塵・騒音防止等についても、保安距離を２メートル以上確保し安全勾配を厳守

して掘削する計画でございます。粉塵は散水で防止、騒音は作業時間を厳守し付近へ迷

惑をかけないよう配慮するなど、砂利採取法に基づく採取計画認可申請の手続きを行っ

ております。申請地は農振農用地区域で原則不許可ですが、一時転用であり事業終了後

速やかに現状回復が見込まれることから転用に問題はないと考えます。以上、ご審議を

よろしくお願いします。 

 

ただいまの説明に関連して、町ごとに担当委員から現地確認調査の結果及び補足の説

明を求めます。●●町担当委員お願いします。 

 

はい。 

 

３番。 

 

３番佐々木です。１番の案件について説明をします。19日に委員２名と事務局３名で

現地を確認しました。場所は、●●●の裏側になります。実際には山際なんですが、宅

地が数件ありまして周辺には影響が無いということでございます。山際ですが日当たり

は良いということでございます。何ら問題はないと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

次に●●町担当委員お願いします。 

 

７番佐々木です。事務局と現地を確認してまいりました。３番につきましては■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■になると思います。高低差を利用した作業効率の良い施設を計画しているように思い
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ました。特にも、し尿が河川へ流出する可能性はどうなのかというところを確認してま

いりましたが、事務局の説明にもあったとおり堆肥としてまた農地に還元することを計

画しているようですし、河川より９メートル以上離れた場所での計画となっておりまし

たので何ら問題はなく、●●●●●をいただいて農業をやろうという青年ですので親御

さんのノウハウを貰いながら経営を軌道に乗せていくことは担い手育成にはとても理想

的なのでよろしくお願いしたいと思います。４番・５番は、住宅地からかなり離れてい

る農地なんですが●●の●●●●から向かって●●の●●●●さんに抜ける道路を内側

に2・300メートル入った場所となっていました。道路際の田んぼとなっておりまして、

周辺は農地だけで住宅は離れた場所にあるようなところです。採取をする上でも先ほど

事務局からの説明にもあったとおり、騒音等は時間を配慮して行うということなので何

ら問題はないと確認をしてまいりました。 

 

次に●●町担当委員お願いします。 

 

２番の案件について説明をいたします。場所は●●●●に入っていく道路沿いのちょ

うど中間ぐらいの場所で、住宅に囲まれた場所でございます。周りに農地は無く住宅地

となっておりますので、何ら問題ないと思います。以上です。 

 

ありがとうございました。以上で現地確認調査等の説明を終了し質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第44号は原案のとお

り可とすることにご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可と決しました。 

 

【日程第５】 

次に日程第５、議案第45号農地転用事業計画変更申請に対する意見決定についてを上

程いたします。事務局に説明いたさせます。 

 

はい、議長。議案第45号についてご説明いたします。議案書８ページでございます。 

１番、●●町 ●●●●。●●町１筆358平方メートル。申請人から地所である都市計

画区域内の第３種農地において、物置と作業場を建築する申請であり許可済でございま

したが、■■■■■■■■■■■■■■■■いたしまして目処が立たなかったものの、

業者を変更しまして期間を平成28年３月まで延長し事業を実施しようとするものでござ

います。 

２番、●●町 ●●●●。●●町１筆1,459平方メートル。急速な高齢化の進行に伴い

まして、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を建築するものでござい

ますが、工事ならびに経営の精査に時間を要しまして事業着手できなかったため、期間

を平成28年12月まで延長し事業を実施しようとするものでございます。 

３番、●●県●●市 ●●●●。●●町３筆2,421平方メートル。経営する●●●の繁

忙期の増客に対応するため、隣接する農地に駐車場を整備する計画でございますが、近

隣に同業者が出店する計画があることから経営方針の見直しをするため、計画期間を平

成28年８月まで延長し事業を実施しようとするものでございます。以上でございます。

よろしくご審議の方お願いいたします。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 
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質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第45号は原案のとお

り可とすることにご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可と決しました。 

 

【日程第６】 

次に日程第６、議案第46号遠野農業振興地域整備計画変更案に対する意見決定につい

てを上程いたします。事務局に説明いたさせます。 

 

はい、議長。議案第46号について説明いたします。議案書９ページでございます。そ

して、別資料といたしまして遠野市農業振興地域整備計画変更案の意見聴取、遠野市長

から農業委員会会長に宛てられました変更計画案についての意見聴取を添付してござい

ますので、これをご覧になりながらお願いをしたいと思います。説明につきましては、

別添の添付資料で説明をしたいと思います。まず、農業振興地域整備計画の見直しは概

ね５年ごとに行われます。経済事情の変化・その他情勢の推移によりまして、定期見直

しまで待つことのできない緊急性・必要性があると認められる場合に限り随時変更見直

しをできることとなっております。この手続きにあたりましては、農業振興地域の整備

に関する法律施行規則第３条の２第２項の規定により農業委員会などの関係機関に計画

変更案に対する意見聴取を行い、変更計画案に対して意見を求められるものとなってお

ります。この度、本日お渡しした資料のとおり平成27年10月13日付で、遠野市長から遠

野農業振興地域整備計画変更案の意見聴取がありましたので、計画変更案について農地

専門委員会で協議し、協議結果は委員長報告でございますが、その詳細につきましてご

説明をいたしたいと思います。まず、農用地区域からの除外申請は４件でございまし

た。資料１-１をご覧ください。 

１番、●●町 ●●●●。●●町１筆 田 498平方メートルでございます。事業計画

者は現在●人で借家住まいをしております。第１子が誕生するなど現住宅が手狭になっ

たため新たに住宅を建築しようとするものでございます。事業計画者は夫婦共働きでご

ざいまして、実家が市外にあることから日中に子供たちの面倒を配偶者の親に見てもら

う必要があるため、配偶者の実家近くに利便性の高い一般住宅を建築するため、農用地

区域からの除外を申請されたものでございます。除外後は10ヘクタール以上の集団の農

地で第１種農地であり農地転用は原則不許可でございますが、集落に接続して設置され

るものとして例外的に許可できるものと考えられます。 

２番、●●町 ●●●●。●●町１筆 田 552平方メートルでございます。資料２-

１をご覧ください。事業計画者は現在家族●人で借家住まいをしております。夫婦共働

きで勤務日時も不定期で残業も多く、勤務地に近い配偶者の両親にその負担をお願いし

ておりますが仕事後に実家に迎えに行く状態が続いていることから、日常生活そして子

供の負担になっていることを解消するため、配偶者の実家近くに新たに農家住宅を建築

しようとするものでございます。事業計画者は夫婦共働きを今後続けていく上で、配偶

者の実家に近く保育園や小中学校についても近い場所を選び日常生活に負担の少ない、

且つ配偶者の両親は農業を営んでおりますので将来農業後継者としての下積みも含めま

して農家住宅を建築するため農用地区域からの除外を申請されるものです。除外後は第

１種農地であり原則不許可ですが、集落に接続して設置されるものとして例外的に許可

できるものと考えられます。 

３番、●●町 ●●●●。●●町１筆 畑 363平方メートルでございます。資料につ

きましては３-１をご覧いただきたいと思います。事業計画者は現在の住宅の老朽化が著

しく、雨漏りや地震の際には室内が大きく軋むなど不安や支障を来す状況となっており

ます。特にも東日本大震災の時にはその影響で屋根裏が崩壊し通常の日常生活を送るの

が非常に厳しい環境となっております。そのことから、他の場所へ新たに農家住宅を建

築しようとするものでございます。●●の現住宅周辺に農地がありまして、農業は継続

するため事業計画地には住宅・駐車スペース等を設置するため農用地区域からの除外を
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申請されたものでございます。除外後は10ヘクタール以上の集団の農地で第１種農地で

あり農地転用は原則不許可でございますが、集落に接続して設置されるものとして例外

的に許可できるものと考えます。 

４番、●●町●●● ●●●●。●●町３筆1,471平方メートルでございます。資料に

つきましては４-１をご覧いただきたいと思います。事業計画者は平成●年●月に新たに

会社を興しまして、主に建物の基礎工事を中心とした事業を行っておりますが、東日本

大震災の復興事業によりまして従業員が増加しております。また業務も非常に増えてお

ります。現在の事務所や資材置き場では対応できなくなっているため、新たに事務所を

含めた資材倉庫の建築と不足している大型資材や建築車輌置き場を建築しようとするも

のです。事業計画者は現在自宅と事務所が離れていることから、利便性を考慮の上自宅

近い場所に建築するため農用地区域からの除外を申請されたものです。除外後は第１種

農地であり農地転用は原則不許可でございますが、集落に接続して設置されるものとし

て例外的に許可できるものと考えられます。以上、農用地区域からの除外４件2,830平方

メートルでございます。よろしくご審議の方お願いいたします。 

 

本案につきましては重要な案件ですので、事前に農地専門委員会で検討をいただいて

おります。検討結果につきましては報告第３号で農地専門委員会委員長からの報告のと

おりであります。それではただちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします、議案第46号は原案のとお

り可とすることにご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第46号は原案のとおり可と決しました。 

 

【その他】 

それではその他に移らせていただきます。委員の皆様からご意見等ございませんか。 

 

はい。 

 

３番。 

 

確認をさせてください。農林水産振興大会の出欠の関係なんですけれども、農業委員

会からお知らせが来るんですか？ 

 

はい、議長。農林水産振興大会の出欠の関係ですが、ご案内をいたします。いつも農

林水産振興大会では農業委員会から動員が参ります。ただ、事務局であります市の農業

振興課でどの団体がどれくらいかと割り出しをしているところでございますので、数が

まとまっていないということで来月早々ではありますが農業委員さんにご案内を発出す

る予定となっております。 

 

実は農協の方から農家組合長宛てに参加の取りまとめが来ておりまして、その関係で

確認をさせていただきました。 

 

議長から説明をさせていただきたいと思いますが、今３番鈴木委員からご指摘があっ

たとおり、農協さんの方から農家組合長・役員宛てに案内が来ております。もしかした

ら、森林組合や土地改良区・共済組合からも案内状が届く可能性があると思います。し

かしながら、私たちは農業委員を上位として。以前は農業者大会として農業委員会が主

催をしておりまして今は農業委員会会長が大会の副会長になっております。ですので、

農業委員会の方を優先していただきたいと思います。動員については後日農業委員会事
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務局の方からあるものと思いますのでよろしくお願いします。２つに参加となると懇親

会がダブってしまいますのでよろしくお願いしたいと思います。よろしいですか。 

 

はい。 

 

その他ございませんか。 

 

はい。 

 

12番。 

 

12番山崎です。今回、皆様にご迷惑とご心配をお掛けし大変申し訳ありませんでし

た。２ヶ月経ちまして、だいぶ体調も回復しまして日常の生活あるいは農業委員の活動

もだいぶ出来るようになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。以上で

す。 

 

山崎委員は体調が回復したということでございますので、今後ともよろしくお願いい

たしたいと思います。その他ございませんか。 

 

はい。 

 

１番。 

 

先日の新聞に農業者年金を経営移譲して以降、年金を貰いながら農業経営している案

件が会計検査院の方から指摘されたということが出ているようですけれども、この辺り

はどうなっているのか把握しているのであれば教えていただきたいと思います。 

 

それでは暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

再開いたします。ただいま１番委員から質問がありました件につきましては、遠野市

にあっては該当者がいないということであります。よろしいでしょうか？ 

 

はい。 

 

その他ございませんか。 

 

それでは無いようですので、事務局から何かありますか。 

 

はい、議長。11月６日開催の岩手県農業委員大会についてですが、10月13日付で諸連

絡ということで皆様の方にはお知らせさせていただいておりましたけれども、まだ欠席

の報告はいただいておりませんが欠席する場合は、本日報告期限とさせていただいてお

りましたので総会終了後に私の方に申し伝え下さいますようお願いします。 

 

それでは皆様の方に配付しております資料についてご説明したいと思います。一つ目

は封筒の中に入っておりますが、全国農業新聞の見本ということで１部入れさせていた

だいております。また、農業会議通信も入れさせていただいておりますので是非業務の

参考にしていただければと思います。また、その中に全国農業新聞・農業者年金・家族

経営協定の推進状況、裏面には農業委員会活動記録カード提出実績ということで資料を

出させていただいております。全国農業新聞・農業者年金・家族経営協定につきまして

は、なかなか実績が上がってこないという部分はございますが、農業者年金の加入推進

につきましてはいろいろとありまして、加入推進委員会の開催もここ２・３か月遅れて
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いる状況でございますが、本日総会終了後に加入推進委員会の開催を予定しております

けれども農業者年金の加入方法についてはその場でご説明をいたしますけれども、全国

農業新聞・家族経営協定については取っ掛かりが事務局の方でも上手くいかなかった部

分もございますが今後推進の方をお願いしていくと共に、活動記録カードにつきまして

も昨日現在の実績でございます。本日提出された委員さんの数はカウントされておりま

せんが、未提出の委員さんにおきましては提出をしていただきたくよろしくお願いする

ところでございます。封筒の中身につきましては以上でございます。そして後は冒頭に

会長の方からお話がありました農業委員会法の改正についてでございます。会長の方か

らは、今後農業委員会法改正、特にも定数の改正については検討委員会を設置しながら

検討していきたいというお話をいただきましたが、これは皆様に農業委員会法改正につ

いてという資料をお配りしています。これは、先日会長と私で行ってまいりました農業

委員会法改正についての説明会において出された資料でございます。本日は時間の関係

上、細かい所までの説明はいたしませんが改正点についての要点をこの資料に載せてお

りますのでこれをご覧になっていただければと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

 

ただいまの事務局からの説明に関して、質問等ございましたらどうぞ。 

 

よろしいですか。 

 

議長、すみません。 

 

はい、事務局長。 

 

追加で説明をさせていただきます。市長部局からでございます。市の方で作成してい

るマスタープラン、これに農地中間管理事業による貸し借りによりましてマスタープラ

ンに変更が生じたということで、該当する地区についてはマスタープランの検討会を開

催する旨委員さん方の方に通知が行っていると思います。なお、日程につきましては今

週は綾織と附馬牛、そして来週は松崎と小友ということでご案内が行っていると思いま

す。市長部局の担当の方からですが、是非ご出席をいただきたいということでしたので

各町の委員さんはよろしくお願いいたします。それから認定農業者協議会からですが、

11月末から12月20日頃に掛けまして農業委員さんと認定農業者の方々の懇談会をお願い

したいということでお話がありまして、認定農業者協議会の方からは役員会で是非農業

委員さんとの懇談をということでしたので、これにつきましては農政専門委員会で議論

した経緯がございますので農政専門委員会で確認の上、改めてご案内を差し上げたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

今事務局の方から渡された全国農業新聞の中に「ＴＰＰ大筋合意」という見出しがご

ざいますけれども、合意ということですが関税撤廃になりますと、私も米を生産してお

りますが概算金と清算で46万円ほどしか入りませんでした。そこから肥料代７万４千

円、農薬代１９万７千円、種もみが２万２千280円、トラクター・コンバインの燃料代が

２万円ほど、そうしますと手元に残るのが１４万６千720円しか残らない、機械の減価償

却を引きますとマイナスになるんじゃないかという状況です。このような時にＴＰＰで

安い米が海外から輸入されますと太刀打ちができないという状況になります。これはど

うかと思うんですが合意されてしまったことですから、これに向かっていかないといけ

ないと思っていた矢先に、これは明るいニュースになるんですが、農業関係予算が大幅

に補正されるそうです。したがって、農家にも何らかの手当はあるんじゃないかと思っ

ておりまして、これらの情報が分かり次第農業委員の皆様にもお知らせをしたいと思い

ますので農家が元気を無くすことがないようにしていかないといけないと思っておりま

すので、12月に岩手県選出の国会議員の皆さんともお会いする予定になっておりますの

で情報を先取りしてお伝えしていきたいと思っております。 

それでは以上を持ちまして、第80回遠野市農業委員会総会を閉会いたします。大変ご

苦労さまでございました。 
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